
　　　　メンタルヘルス研修会の開催　（参加者　２９人）

平成２２年度福利厚生事業状況の公表について

　村では、地方公務員法第４２条に基づき、職員の保健、その他厚生に関する事業を次により実施して
います。

２．職員の衛生及び健康管理事業

　　　 市町村職員の掛金と市町村等の負担金により運営されています。

１．長野県市町村職員互助会

　県内の市町村及び一部事務組合等で組織された「長野県市町村職員互助会」に加入しています。

　（１）長野県市町村職員互助会の運営

計 １，５６８千円

　（１）健康診断等実施状況（平成２１年度）

　　　　　○職員掛金（個人負担）・・・給料月額の２．８/１０００

　　　　　○村負担金（公費負担）・・・給料総額の２．８/１０００

　（２）平成２２年度支出状況（職員数７７人・平成２３年３月末現在）

　　　　　備考：職員１人あたり公費負担額　　　１０，１８２円

　　　　　　　　　公費負担率　　　５０．０％

区　　　分 支出額

職員掛金（個人負担） ７８４千円

村負担金（公費負担） ７８４千円

　（３）主な事業内容

　　　　健康増進やメンタルヘルス等の事業、各種給付事業

計 ６９人

　（２）健康教育

区　　　分 受診者数

定期健康診断 ４９人

人間ドック ２０人


